
令和２年３月 31 日 

 
特定子ども・子育て支援提供証明書 

【 令和元年 10 月〜 令和２年 ３月分】 
 

 鶴見 親太郎    様 

 

下記のとおり、特定子ども・子育て支援利用料を領収するとともに、施設等利用給付認定

子どもに対し、特定子ども・子育て支援（幼稚園等における幼児教育）を提供したことを証

明します。 

 

施設等利用給付認定子ども   鶴見 わく  様 

 

提供した日 基本提供時間帯 水曜日の提供時間帯 

10/1～3/31 ９：００〜１４：００ ９：００〜１１：３０ 

 

特定子ども・子育て支援 

利用料の領収金額 
７５，８００円        

 

【特定子ども・子育て支援利用料】 

１.当該期間の利用料として 75,800 円 

（内訳） 

保育料 180,000 円 （30,000 円×6 か月） 

入園料 50,000 円 （100,000 円×6/12 か月） 

施設等利用費 △154,200 円 （25,700 円×6 か月） 

計 75,800 円  

 

【特定費用（子ども・子育て支援法施行規則第 28 条の 16 に規定する費用）】 

特定子ども・子育て支援利用料以外の領収金額 36,000 円 

 

法 人 所 在 地 横浜市中区港町１－１ 

法 人 名 学校法人よこはまともだち学園 

法 人 代 表 職 氏 名 理事長 横浜 花子 印 

園 名 よこはまともだち学園 

 


